
 

令和６年度 競技力向上・普及促進事業要項 

１ 目的 

    各加盟団体が実施する、選手強化・育成や指導者の資質向上並びに各競技の普及促進を図ることを目的

とした事業等の経費を一部補助する。 

 

２ 主催 

    一般財団法人札幌市スポーツ協会及び加盟競技団体 

 

３ 補助対象事業 

（１） 競技力向上に関する事業 

①   選手強化育成事業 

    競技力向上を目的として実施する強化合宿・講習会・研修会等、市外選手との交流事業等 

②   指導者育成事業 

    指導者の資質向上を図るため開催する講習会・研修会等の事業 

（２） 普及促進に関する事業 

①   普及促進講習会・研修会等開催事業 

各競技の普及促進に関する講習会・研修会の開催 

②   スポーツ教室等開催事業 

各競技の普及促進を目的に開催されるスポーツ教室等や各競技団体会員加入促進のため開催

される事業 

（３） 競技力向上指導者講習会に関する事業（札スポ協主催事業） 

 

４ 期間 

    令和６年４月から令和７年２月末日まで 

 

５ 参加対象者 

（１） 札幌市民、もしくは札幌市スポーツ協会加盟競技団体会員。 

（２） （１）以外で、加盟競技団体が認める者も事業参加を認めるが、オープン参加としての取り扱いとし、個

人単価の出る経費については補助金の対象外で計上する。 

 

６ 補助金交付申請額 

（１） 補助金額は、札幌市からの査定が入らない限り前年度と同額といたします。（※11,302,000 円） 

（２） 補助金交付申請額は、１団体につき４０万円を限度とします。 

（３） 補助金交付申請時の競技別区分は設けません。 

（４） 補助金交付申請書が提出されない場合は、申請しないものと判断します。 

（５） 補助金交付申請額は、補助対象経費小計額を上限とします。（※１，０００円未満切捨） 

（６） 補助対象経費は、別表経費科目表に基づき、科目ごとの限度額を上限とします。但し、報酬費は補助金

交付額の 2/3 までとします。 

（７） 札スポ協主催事業の補助金額は当初３０２，０００円とし、６（５）については適用外とします。 

 

７ 補助金額の決定 

（１） 補助金額は、各加盟団体からの申請に基づき、競技力向上普及促進委員会常任委員会にて全体調

整・査定し、委員会にて承認のうえ理事長が決定します。 

（２） 令和５年度事業報告書又は、令和６年度補助金交付申請書の提出に遅延があった場合は、申請額より

補助金査定に基づき減額します。 

 



８ 補助金の交付 

補助金の交付は、各加盟団体からの請求書提出により概算払いとします。 

※但し、委任状が必要な場合には委任状の提出により交付いたします。 

 

９ 補助対象経費 

    別表参照（経費科目表） 

 

10 申請書関係書類の提出 提出期限 ： 令和６年３月２８日（木）厳守     

※下記書類すべての提出をもって受領したこととする。 

① 様式１号 補助金交付申請書 

② 様式２号 事業計画書 

③ 様式３号 収支予算書 

④ 事業開催要項 

 

11 報告書関係書類の提出 提出期限 ： 事業終了翌日から４週間以内厳守 

※下記書類すべての提出をもって受領したこととする。 

① 様式４号 事業実施報告書 

※複数事業開催の場合、事業ごとに様式４-２号（中間実施報告書）も提出 

② 様式５号 事業報告書 

③ 様式６号 収支決算書 

④ 様式７号 参加者名簿 

⑤ 様式８号 日程表 

⑥ 記録写真 ３枚以上 

⑦ 補助対象経費分の領収書原本及び各種証明書類等 

 

12 補助金執行上の注意事項 

（１） 事業内容を変更する場合は、参加者への周知日以前に事業変更届を提出していただきます。 

事業実施日以降に事業変更届を提出した場合には、次年度の補助金減額査定の対象となります。 

※天候等による当日変更についてはその限りではありません。 

（２） 補助金執行上、要項等の条件に違反やその他不正行為があった場合、また、本協会が不適当と認めた 

場合は補助金を返納していただきます。 

※例えば、講師・助手・役員の何れも参加しない事業や、申請時と違う事業を行った場合。 

（３） 補助対象経費の決算額が補助金額に満たない場合は、その満たない額を補助金額から減額し、返納し 

ていただきます。 

（４） 補助対象経費の決算額が補助金額を満たしていても、競技団体負担金等に戻入がある場合は、戻入 

金額分を補助金額から減額し、返納していただきます。 

 

13 補助金の再配分 

（１） 各加盟団体の補助金執行の都合により返納となった補助金は、札スポ協主催事業へ再配分し、残額の

ある場合には競技団体へ再配分いたします。 

（２） 再配分する時期・補助金額は、状況によりその都度調整し各加盟団体に連絡を行います。 

 

 

                      問い合わせ先 

                      一般財団法人 札幌市スポーツ協会 加盟団体協働支援室協働支援係 

                      〒064-0931 札幌市中央区中島公園 1-5 札幌市中島体育センター内 

                      TEL 511-7787  FAX 511-7797  E-mail:info@sapporo-sport.jp 


